
第１３章	 雑則	 

	 

（	 時	 効	 ）	 

第９８条	 掛金及び徴収金を徴収し、又はその還付を受ける権利は、２年を経過したとき、

給付を受ける権利は、５年を経過したときは、時効によって消滅する。	 

２	 第１種退職年金及び第２種退職年金を受ける権利の時効は、当該年金がその全額につ

き支給を停止されている間は、進行しない。	 

３	 掛金及び徴収金の納入の告知又は法第１４１条第１項において準用する法第８６条

第１項の規定による督促は、民法第１５３条の規定にかかわらず、時効中断の効力を有す

る。	 

	 

（給付の制限）	 

第９９条	 遺族一時金は、加入員又は加入員であった者を故意に死亡させた者には支給し

ない。加入員又は加入員であった者の死亡前に、その者の死亡によって遺族一時金の受給

権者となるべき者を故意に死亡させた者にも、同様とする。	 

２	 遺族一時金は、加入員又は加入員であった者が自己の故意の犯罪行為により死亡した

ときは、その全部又は一部の支給を行わないことができるものとする。	 

	 

第９９条の２	 この基金は、掛金を徴収することができなかった期間のうち、厚生年金保

険被保険者期間において法第７５条を適用することとされた期間にあっては、当該期間に

ついて給付を行わないことができるものとする。	 

	 

（不服申立て）	 

第１００条	 標準給与若しくは年金給付若しくは一時金たる給付に関する処分又は掛金

その他徴収金の賦課若しくは徴収の処分若しくは法第１４１条第１項において準用する

法第８６条の規定による処分に不服のある者については、法第６章に定める不服の申立て

の規定を準用する。この場合において、法第９１条の３中「第９０条第１項又は第９１条」

とあるのは「第１６９条において準用する第９０条第１項又は第９１条」と読み替えるも

のとする。	 

	 



（還元融資）	 

第１０１条	 削除	 

	 

（支払保証事業への加入）	 

第１０２条	 この基金は、連合会が行う支払保証事業に加入し、当該事業に必要な原資と

して定められた額を拠出するものとする。	 

２	 この基金は、毎事業年度の決算時において解散責任準備金等に基づき、積立水準につ

いて検証し、その結果を連合会に報告するものとする。	 

	 

（業務概況の周知）	 

第１０２条の２	 この基金は、基金規則第５６条の２に定めるところにより、この基金の

業務の概況について周知させるものとする。なお、加入員以外の者であって基金が給付の

支給の義務を負っている者についても、できる限り同様に業務の概況について周知が行わ

れるよう努めなければならない。	 

２	 この基金は、法第１１５条第４項の規定に定めるところにより、この基金の規約を変

更したときは遅滞なく、基金の規約を設立事業所に使用される加入員に周知させるものと

する。	 

	 

（基金分割時又は権利義務移転時の資産分割）	 

第１０２条の３	 基金が、次の各号に掲げる分割又は権利義務の移転（以下この条におい

て「権利義務移転等」という。）のいずれかを行う場合にあっては、基金はその資産（法

第１３６条の２に規定する年金給付等積立金をいう。以下この条において同じ。）のうち、

当該権利義務移転等を行う者に係る資産の額を移換するものとする。	 

（１）	 基金分割	 

（２）	 他の厚生年金基金への権利義務移転（法第１４４条の２第１項に規定する政令

で定める場合を除く。）	 

（３）	 確定給付企業年金への権利義務移転（確定給付企業年金法第１１０条の２第１

項に規定する政令で定める場合を除く。）	 

２	 前項の権利義務移転等を行う者に係る資産の額（確定給付企業年金への権利義務移転

の場合は、資産から最低責任準備金（継続基準）を控除した額。以下この条において同じ。）



は、権利義務移転等を行うときに次の各号のいずれかの額を基金が選択するものとする。	 

（１）	 権利義務移転等の日の前日における資産の額に、次のアに掲げる額をイに掲げ

る額で除して得た率を乗じて得た額	 

ア	 権利義務移転等の日の前日、直近の財政計算の計算基準日、その前の財政計算の

計算基準日又は権利義務移転等を行う日が属する事業年度の前事業年度末日のうち、

権利義務移転等を行うときに基金が選択したいずれかの日（以下この条において「基

準日」という。）における権利義務移転等に係る者の移換額算定基礎額（次項第１号

から第４号のうち、権利義務移転等を行うときに基金が選択したいずれかの額をいう。

以下この条において同じ。）	 

イ	 基準日における基金の移換額算定基礎額	 

（２）	 移換額算定基礎額に基づき、次のア又はイに掲げる場合の区分に応じて、当該

ア又はイに定める額	 

ア	 権利義務移転等の日の前日における資産の額が、基準日における基金の移換額算

定基礎額を上回る場合	 

権利義務移転等の日の前日における資産の額に、次の（ア）に掲げる額を（イ）に掲

げる額で除して得た率を乗じて得た額	 

（ア）	 基準日における権利義務移転等に係る者の移換額算定基礎額	 

（イ）	 基準日における基金の移換額算定基礎額	 

イ	 権利義務移転等の日の前日における資産の額が、基準日における基金の移換額算

定基礎額以下の場合	 

次の（ア）及び（イ）に掲げる者の区分に応じて、当該（ア）及び（イ）を合算した

額	 

（ア）	 基準日における年金受給者及び受給待期脱退者（以下この条において「受

給者等」という。）	 

基準日における権利義務移転等に係る受給者等の移換額算定基礎額。ただし、基準

日における基金の受給者等の移換額算定基礎額が、権利義務移転等の日の前日にお

ける資産の額を上回る場合にあっては、当該資産の額に、次の（ａ）に掲げる額を

（ｂ）に掲げる額で除した率を乗じた額とする。	 

（ａ）	 基準日における権利義務移転等に係る受給者等の移換額算定基礎額	 

（ｂ）	 基準日における基金の受給者等の移換額算定基礎額	 



（イ）	 基準日における加入員（受給者等を除く。以下この条において同じ。）	 

権利義務移転等の日の前日における資産の額から、基準日における基金の受給者等

の移換額算定基礎額を控除した額に、次の（ａ）に掲げる額を（ｂ）に掲げる額で

除して得た率を乗じて得た額	 

（ａ）	 基準日における権利義務移転等に係る加入員の移換額算定基礎額	 

（ｂ）	 基準日における基金の加入員の移換額算定基礎額	 

３	 前項における移換額算定基礎額は、権利義務移転等を行うときに、次の各号のいずれ

かの額を基金が選択するものとする。	 

（１）	 給付に要する費用の額の予想額の現価（確定給付企業年金への権利義務移転の

場合は、基本年金額のうち法第１３２条第２項に規定する額に相当する部分の額を除

く。）	 

（２）	 数理債務と最低責任準備金（継続基準）（基金の最低責任準備金（継続基準）

に、当該権利義務移転等に係る加入員及び受給者等の過去期間代行給付現価を基金の過

去期間代行給付現価で除して得た率を乗じて得た額とする。なお、確定給付企業年金へ

の権利義務移転の場合は零とする。以下次号において同じ。）の合計額	 

（３）	 数理債務と最低責任準備金（継続基準）の合計額から、特別掛金収入現価及び

特例掛金収入現価（次回財政再計算までに発生する積立不足を償却するための特例掛金

の予想額の現価をいう。）の合計額を控除して得た額	 

（４）最低積立基準額（確定給付企業年金への権利義務移転の場合は、基本年金額のう

ち法第１３２条第２項に規定する額に相当する部分の額を除く。）	 

	 

（実施規程）	 

第１０３条	 この規約に特別の規定があるものを除くほか、この規約の実施のための手続

その他執行について必要な規程は、代議員会の議決を経て別に定める。	 


